




令和元年度要望提出団体一覧

1 「地域支えあいセンター事業」継続のための予算措置について

2
生活福祉資金相談等体制整備事業補助金の増額及び早期の
事務費補助金交付について

3
社会福祉法人栗原市

社会福祉協議会
生活安定資金の措置期間、償還期間の見直しについて

4 生活福祉資金貸付に係る相談員並びに財源確保について

5
日常生活自立支援事業における職員の増員並びに処遇改善に
係る財源確保について

6 重い障害のある方の『欠席保障』について

7 『移動支援事業』について

8 特定事業所加算の見直し

9
福祉型障害児入所施設の18歳以上の入所利用者の移行先確
保に向けた課題

10
グループホーム入居者の体調不良による一時的短期入所の取
扱いについて

11
共同生活援助事業所における入居者の通院介助に関する加算
の要望について

12 重度高齢化に伴うグループホームの住居設備等に関して

13 障害者支援施設の重度高齢化における役割と負担について

14 就労継続支援B型事業における報酬改定の影響について

15
食事提供体制加算について恒久的制度として位置付けの継続
した実施について

16 福祉人材確保・処遇改善について

17 災害時の要援護者避難支援プランについて

18 復興に於ける都市整備，外出支援について

19 福祉有償運送制度における外出支援について

20
「心の病，精神疾患」を学ぶ「心の病学習会」開催における支援
について

21
精神障害者も身体・知的障害者と同等にＪＲ，バスなど交通運
賃割引制度の適用を求める運動について

22 障がい者トイレなどの設置見直しについて

23 認知症サポーター養成講座の強化について

24
宮城県児童館・放課後
児童クラブ連絡協議会

児童館への理解と, 児童館職員の処遇改善について

25
地域共生社会の実現に向けた社会福祉協議会への支援につ
いて

26 市町村地域福祉計画の策定促進等について

27 福祉・介護人材の確保について

28 大規模災害時における福祉支援体制の整備について

29 東日本大震災における被災地域支援の継続について

30
働き方改革関連法の施行に伴う委託費等に係る所要経費の確
保及び適正な補助金等の交付等について

31
大規模災害時における社会福祉協議会活動（ボランティア活動
支援）に対する財政支援について

32
大規模災害時の生活福祉資金貸付（緊急小口資金）の特例措
置の見直しについて

33 日常生活自立支援事業の制度の見直しと財源確保について

社会福祉法人宮城県
社会福祉協議会

社会福祉法人石巻市
社会福祉協議会

公益財団法人宮城県視
覚障害者福祉協会

宮城県
知的障害者福祉協会

宮城県精神障がい者
家族連合会

公益社団法人認知症の
人と家族の会　宮城県

支部

団体名・提案部署 要望・提案事項

社会福祉法人仙台市
社会福祉協議会



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

社会福祉法人仙台市社会福祉協議会から 

宮城県への要望 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



【項目】 

生活福祉資金相談等体制整備事業補助金の増額及び早期の事務費補助金交付に

ついて 

 

【現状】 

〇平成 30 年度の本会における生活福祉資金貸付事業の体制整備に係る予算は、県及び

県社協からの補助だけでは足りず、自主財源を充当せざるを得ない状況であった。 

〇令和 2年度以降は、市町村社協等の事務費における貸付原資取崩額充当の取り扱いに

ついて見直しが行われることが予想されるため、予算確保が不透明な状況となってい

る。 

〇平成 27 年度以降、生活福祉資金貸付事務費補助金の交付時期が例年に比べて遅れた

ことで、民生委員児童委員の実費弁償費の執行が年度末間際となり、地区民児協の年

度末会計処理の遅れにつながるなどの影響がでている。 

 

【課題】 

〇平成 29年度と比較し、本事業の相談件数及び貸付件数ともに増加傾向にあり、この

ような状況の中で予算確保ができなければ、令和元年度以降貸付相談員が配置できず、

貸付業務遂行等が事実上困難となる。 

〇全社協が平成 31年 3 月に作成した生活福祉資金貸付事業「業務運営の手引き」にも

示されているように、貸付相談員は、相談業務を通して、相談者が抱える様々な課題

に気付き、生活困窮者自立相談支援機関との連携や他制度へつなぐ役割をもっており、

今後増々重要となる。このような役割を担うには初期面接や制度に対する問合せ等の

段階で様々な知識やスキルが求められ、契約職員という臨時的な雇用形態では負担が

大きく、短期間での離職にもつながっている。 

〇生活福祉資金貸付事務費補助金の交付時期の遅れは、地区民児協の会計処理への影響

に加え、民生委員児童委員との協力、信頼関係に支障が生じる可能性がある。 

 

【要望事項】 

〇生活福祉資金相談体制整備事業補助金の増額 

本会では、区事務所の総合相談機能を活かし、複合的な課題について包括的な支援

に向けた体制づくりを進めている。貸付相談員の業務は、生活困窮者支援はもとより

様々な課題を抱える方の支援への第一歩となることから、配置職員をすべて嘱託職員

とし、相談窓口の強化を図りたく、予算増額について、国や県に強く働きかけていた

だきたい。また、宮城総合支所では保健福祉業務拡大として、平成 30年度に生活保護

に関する業務を開始したことから、宮城支部管内の相談に対応するため、宮城支部事

務所に貸付相談員を配置するよう、その予算についても確保していただきたい。なお、

確保できない場合には、他区事務所から人員を充てることができるようにしていただ

きたい。 



（参考） 

・平成 31年度予算要望 合計 9名分 28,778,310 円/年※（H30.9.7 県社協あて要望数

字） 

内訳 嘱託職員 1名 3,197,590 円/年×9名（市本部 2名，青葉区 2 名，他区支部各 1名）

＝28,778,310円 

・令和 2年度予算要望 合計 9名分 28,800,054 円/年※R1嘱託職員をもとに試算 

内訳 嘱託職員 1名 3,200,006 円/年×9名（市本部 2名，青葉区 2 名，他区支部各 1名）

＝28,800,054円 

〇生活福祉資金貸付事務費補助金の交付時期 

特に民生委員実費弁償費について、平成 26年度以前と同様の時期（7月下旬）にしてい

ただきたい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



【項目】 

  「地域支えあいセンター事業」継続のための予算措置について 

 

 

【現状】 

  本会では、仙台市との連携のもとで、東日本大震災による被災者を支援するために

平成 24年度から「地域支えあいセンター事業」を立ち上げ、被災者の生活環境等の

変化に応じて関係機関や団体と連携しながら課題解決に向けた様々な支援活動を行

っておりますが、被災者が地域住民の一員として定着していくためには継続した支援

活動が求められており、地域における支えあいの体制づくり、特にコミュニティの活

性化に向けた支援が喫緊の課題となっています。 

 

【課題】 

市内の復興公営住宅入居世帯については、時間の経過により心身の健康状態の悪化

や、家族構成の変化などにより、社会的孤立が懸念される高齢者世帯が増加するなど、

新たな課題も顕在化していることから、訪問活動を継続し、支援が必要な世帯をより

確実に行政や地域の見守り主体につなげていく必要があります。 

 また、復興公営住宅自治会等地域のコミュニティは徐々に形成されつつあるものの、

自治会活動の担い手不足や活動が停滞するなど基盤の脆弱なところが多く、住民主体

によるコミュニティづくりやその活性化に向け、継続した支援も必要となっています。 

さらに、市内のみなし仮設住宅入居世帯については、他県・他市町村の一律延長世帯・

特定延長世帯のみとなりますが、各世帯が新たな住まいに円滑に転居できるよう、個

別ケースに応じた支援を継続していく必要があります。 

 

【要望事項】 

令和 2年度は、上記の現状・課題により、生活支援相談員等による孤立防止や生活

再建のための活動の継続が求められることから、事業展開に必要な生活支援相談員の

配置等のための財源確保を要望するものです。 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

社会福祉法人栗原市社会福祉協議会から 

宮城県への要望 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



【項目】 

生活安定資金の措置期間、償還期間の見直しについて 

 

【現状】 

 生活安定資金の措置期間は貸付日から 2ヶ月、償還期間は措置期間後、1年以内とな 

っています(貸付日から 1年 2ヶ月以内)。 

 貸付額は、原則 5万円、必要に応じ 7万円までです。 

 償還については、一括償還と月賦償還とありますが、多くは、月賦での償還となって 

います(例：5万円の借入れで毎月 5,000 円の 10回払い)。しかし、期間内での償還が 

困難な世帯も生じています。 

 

【課題】 

・貸付対象が低所得世帯であるため、毎月の償還するお金の工面がそもそも難しい状況

であり、貸付後、家族が病気や怪我に見舞われることもあり、期間内での償還が難し

くなるといった課題があります。 

 

【要望事項】 

・低所得世帯への貸付であることから、世帯の状況に合わせた、措置期間、償還期間を

現状より長く設定し、無理のない償還ができるようよう要望します。 

・設定期間として、措置期間を 4ヶ月、償還期間を 1年 8ヶ月(貸付日から 2年以内)に

設定できるよう要望します。(例：5万円の借入れで毎月 2,500円の 20回払い)。 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

社会福祉法人石巻市社会福祉協議会から 

宮城県への要望 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



【項目】 

日常生活自立支援事業における職員の増員並びに処遇改善に係る財源確保について 

 

【現状】 

  日常生活自立支援事業を実施している石巻市，東松島市，女川町の石巻地域につい

ては，平成２１年４月より，宮城県社会福祉協議会から基幹的社協として石巻市社会

福祉協議会が事業を委託され実施している。 

  現在，嘱託職員の専門員３名で石巻地域を担当しているが，県内でも利用者が多い

ほか，事業範囲が２市１町と広範囲にわたり，その支援に時間を要することとに併せ，

利用者も増加している。また，直接支援を行う生活支援員の員数が少ない現状にある。 

 

【課題】 

自己決定能力が低下している方が対象者であることから，専門的知識が必要であり，

職務内容も嘱託職員の業務範囲を超えていると思われる。 

また，震災の影響を含め，今後も対象者は大幅に増加する可能性があり，直接支援

を行う生活支援員の増員には，ボランティア精神に頼らざるを得ない事業のあり方が

課題である。 

 

 

【要望事項】 

  日常生活自立支援事業の基幹的社協として，２市１町と広範囲な地域を担当してい

る特殊性と，年々増加する利用者に対応するため，専門員３名の正規職員化と生活支

援員の採用支援は，今後の事業継続のために必要不可欠である。この事業実施体制の

見直しと財源確保を要望するもの。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



【項目】 

   生活福祉資金貸付に係る相談員並びに財源確保について 

 

【現状】 

  東日本大震災で被災した世帯に対する特例の貸付事業については，現在，宮城県社

会福祉協議会の助成を受け，昨年度は生活福祉資金貸付相談員３名を配置していたが，

今年度は１名の配置となった。復興９年目を迎え，生活福祉資金貸付相談員の配置は

難しくなっているとも聞く。 

このような状況において，本市は平成３１年３月３１日現在，緊急小口資金貸付件

数は，１，５７８件と被災した低所得世帯への生活復興支援資金２０件を債権として

管理している。 

 

【課題】 

  特例の貸付事業は専門性があることと，その償還期間が１０年を超えるものもあり，

また，阪神淡路大震災時の貸付では，現在もその事務が継続をしていることから，東

日本大震災による貸付についても長期にわたることが予想される。 

宮城県内で最大の被災地である石巻市については，従来の社協事業（介護事業含む）

と併せて，震災復興に係る事業も実施していることから，現在の職員体制では，生活

福祉資金貸付事業に対応することは大変厳しい状況にある。 

 

 

【要望事項】 

  今後も，同様の生活福祉資金貸付相談員の配置は不可欠あると考えており，現状維

持の職員体制で事業推進ができるよう財政的支援の継続を要望するもの。 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

宮城県知的障害者福祉協会から 

宮城県への要望 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

【現状】 

要医療的ケアの方を含む『重度心身障害』と呼ばれる方は、体調管理や予防的観点から

の欠席など長期の欠席の可能性が非常に高い。特に肺炎などの疾患による入院の場合は数

か月単位で長期にわたる場合もあります。 

 

【課題】 

要医療的ケアの方を含む『重度心身障害』と呼ばれる方は、体調管理や予防的観点から

の欠席など長期の欠席の可能性が非常に高い。特に肺炎などの疾患による入院の場合は数

か月単位で長期にわたる場合もあります。 

 

【要望事項】 

 事業を安定的に継続することは事業者の責務であると考えます。それはとりもなおさ

ず事業指定を行なう行政の責任でもあります。『欠席する』という判断がその後の体調管

理に大きく影響し、一旦疾患にかかると重篤化しやすい『重い障害』のある方について

は、『月○○まで』といった範囲で『欠席保障』の仕組みを仙台市・宮城県単独で構築し

ていただきたい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【項目】 

重い障害のある方の『欠席保障』について 



 

 

 

【現状】 

地域生活支援事業の『移動支援事業』を利用する方は、休日に比較的長時間にわたっ

てサービスを受ける場合が多い状況にあります。 

 

【課題】 

① 多くの自治体で『移動支援(身体介護なし)』の報酬単価設定が『居宅介事業』とかけ

離れている状況です。事業所によっても当然異なりますが、概ね 2 時間を超える利用を

受けた場合、ヘルパーに支払う賃金が事業所に入る報酬を上回ります。 

②『移動支援(身体介護有り)』であっても、概ね 5 時間を超える利用については同様に賃

金が報酬を上回ります。 

  このような状況では、当然事業所の運営が不安定になり、事業の継続性が担保できま 

せん。こうしたことから『移動支援(身体介護なし)の利用者を受入れない』あるいは『長 

時間の利用を制限する』事業所が出てくることが懸念されます。 

 

【要望事項】 

障害の軽重に関わらず社会参加・移動自由を保障する観点からも、上記の課題の改善に

向けて取り組む必要性があると考えます。地域生活支援事業は『各市町村が柔軟に運営す

るもの』とされていることから、各自治体において早急な検討・改善が図られることを要

望いたします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【項目】 

『移動支援事業』について 



 

 

 

 

【課題】 

支援の質の向上と効率的化を図るために一定期間(３ヶ年)に限り特定事業所加算の要件

が緩和され、事業所が段階的に体制整備を図れるようになっています。 

 しかし、現状では特定相談支援事業所等に相談支援専門員が一人しか配置されていない

事業所も多く、業務の効率化が図りにくいため事業所経営が難しい状況にあります。宮城

県におけるセルフプラン率は他県に比べ高い状況にあり、より一層特定相談支援事業所の

体制整備が求められています。 

 

【要望事項】 

特定相談事業所が自立支援協議会等を通じての取り組みの中で、質を担保することで評

価をするなど、特定相談支援事業所の質の担保の評価基準緩和と現行の事業所が継続した

事業が行われるよう一定の期間(3 ヶ年)に限り整備されている特定事業所加算ⅢⅣの継続

をお願い致します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【項目】 

特定事業所加算の見直し 



 

 

 

 

【現状】 

児童福祉法の改正により、「福祉型障害児入所施設で生活をしている 18 歳以上の利用者

は平成 30年 3月末までに障害者を対象とする支援サービスに移行しなければならない」と

されましたが、平成 29年 3月の厚生省主幹課長会議で平成 33年 3月末まで延長されたが、

その後が未確定です。 

 

【課題】 

１８歳以上の入所者の移行は、平成 33年３月まで経過措置が延長されることになりまし

たが、その後もスムーズな移行先確保の担保がなければ、福祉型障害児入所施設における

加齢児の滞留化は根本的には解決しません。 

一方、県内の福祉型障害児入所施設の定数が 60名であり、最近は精神病棟のマンツーマ

ン支援を必修とする障害児の入所希望もあり、対応に苦慮している状況です。 

 

【要望事項】 

〇障害児の移行先の整備に必要な補助金等の予算措置の継続及び拡大。 

〇精神疾患が強く、施設における集団生活が困難なケースの受入れに係る環境整備(個室等

の居室確保・受入れ医療機関の確保)と人的配置の施策実施をお願い致します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【項目】 

福祉型障害児入所施設の 18 歳以上の入所利用者の移行先確保に向けた課題 



 

 

 

 

【課題】 

 

グループホームの入居者が体調を崩すなどの諸事情によりバックアップ施設で保護した

場合、短期入所等のサービスが支給できないため、施設側の人的負担や利用者の精神的負

担が大きい状況にあります。事業所として、対象の施設と私的契約で短期入所を利用する

対応を行ったが、利用者の経済的負担が大きいのが現状です。 

 

【要望事項】 

夜間体制のあるホームを除き、自立型(巡回対応)では、緊急時のために支給上限(3～5

日ひと月)程度の短期入所利用の支給を制度化していただきたい。 

※障害区分に応じて、環境等に応じて算定根拠や上限は必要と思われる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【項目】 

グループホーム入居者の体調不良による一時的短期入所の取扱いについて 



 

 

 

 

 

【現状】 

グループホーム支援（介護サービス包括型）の入居者の通院支援においてその頻度や通

院に係る負担（車両走行距離、携わる人員、要する時間）が非常に大きく、包括型として

の加算以上の経費等を要してる現状。 

 

【課題】 

１．通院は、ほぼ毎日で複数人の入居者の通院（定期通院、検査、体調不良，精神科等）

を行っており、業務の大きな負担となっている。 

２．日中の支援において、複数の職員配置を行っている。 

３．都市部を除き、総合病院までの距離があり、時間的な負担が大きい。 

４．事業所によっては通院専門の人員配置をしないと通常の人員配置が難しい。 

 

【要望事項】 

１．通院に関する実績を報告することで、それに相応する経費の補填を望む 

２．通院における人員配置の加算を望む。 

３．通院における車両燃料費及び車両リースに係る加算を望む。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【項目】 

共同生活援助事業所における入居者の通院介助に関する加算の要望について 

東北地区の種別会議（地域支援部会）でも東北 6 県すべての部会長から共通した話題

（課題・議題・要望）がでている。 



 

 

 

 

【現状】 

グループホームは年々増加している状況にはありますが、高齢重度の方々が地域で暮ら

し、安心した生活を維持するためには、快適に暮らしていくためのバリアフリー化の生活

環境の改善が必要です。また、高齢重度に伴い、消防法、建築法の基準では、区分４以上

が入居しているグループホームは、スプリンクラーの設置義務が生じてきます。一部補助

整備費の金額はありますが、多額の自己資金が必要となる事案も発生している状況です。 

 

【課題】 

地域移行推進を掲げているのに対し、グループホームの報酬単価は下がっています。ま

た、建築法や消防法の規制が厳しくなり、グループホームには自火報設置と一定条件のも

とスプリンクラーの設備が義務付けられています。 

今後、新たなホームを開設する際、既存住宅の活用の改修工事等により、家主に断られ 

ることも考えられる事から地域移行が消極的となる恐れがある状況です。 

100㎡以上の床面積の住宅をグループホームとして使用する場合、建設確認申請が必要と 

なりますが、改修工事が必要となるため事業開始を難しくしてしまう状況にあります。ま

た、グループホーム入居者の高齢化に伴い、バリアフリー化の一般住宅では、現在の国の

特別給付費による家賃補助では生活が厳しい状態です。 

 

【要望事項】 

一般住宅をグループホームとして、使用する場合、建築確認申請が必要となりますが、

改修工事が必要となるための面積条件に関する規制緩和や地域で安心・安全に暮らしを営

むためにも、入居者の所得保障が必要です。また、バリアフリー化の整備やスプリンクラ

ー設置には出費がかさみ、益々地域で暮らすことが難しくなってきている状況にあります。 

現在の生活を維持して行くためにも設置工事等に関しては補助金など特別な措置をお願

い致します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【項目】 

重度高齢化に伴うグループホームの住居設備等に関して 



 

 

 

 

 

【現状】 

障害者支援施設における利用者の重度・高齢化に伴い、生活環境の在り方や支援方法

を含め大きな課題となっています。宮城県リハビリ支援センターが行った調査報告書(平

成 27年４月１日)よると、県内の障害者支援施設 23ヶ所(当協会の会員施設と同じ)の利

用者状況では 65歳以上が全体の 3割を占め、70歳以以上については 1割をこえています。

支援区分については区分 5 と区分６で６割近くになっているとの事です。報告書では認

知症についても調査しており、医療診断 10 名、施設が判断した人が 33 名との調査でし

たが、現在は、それを上回る数値になっている状況です。また、重度・高齢化に伴う日

常生活の課題として、食事形態・排泄・移動に課題を感じているとまとめられています。 

この報告からもわかるように、障害施設における重度・高齢化については、今も進ん

でいることは間違いない事実です。知的障害者の場合は早期に退行が進み、高齢になる

ほど、これまでできていたことができなくなったり、病気入院などにより機能低下がお

きたり、認知症の症状が見られたことで、支援度が高くなるためハード面・ソフト面を

含めて、利用者・支援職員が安心して生活できる環境を整えていくことが必要です。 

 

【課題】 

〇既存の建物をバリアフリー化するための改修に多額の費用が必要となります。 

〇予防やリハビリを含め、日常生活において専門的に支援ができる職員の確保が必要 

〇認知症の高齢者が多くなってきた場合の夜間職員の確保が難しく、夜勤職員を増員して

利用者安心・安全を確保する必要があります。 

〇65歳以上の利用者の介護保険との兼ね合いや特別養護老人ホームへのスムーズな移行整

備が必要です。 

 

【要望事項】 

障害支援施設の利用者の重度化・高齢化は今後も急速に進んでいくことが予想されるこ

とから、日常生活において機能低下を防ぐことや予防のための取り組み等施設環境にも配

慮が必要になります。ソフト面では、健康管理や病後ケアのための看護師の増員配置、機

能低下の予防のためにリハビリを担う専門職員の配置、ハード面では、利用者が移動や転

倒防止のためのバリアフリー化など、利用者が安心・安全に生活が出来るよう、施設環境

の整備や支援のために(夜間職員の増員確保)必要な人員配置が出来るよう更なる報酬単価

の引き上げをお願い致します。 

また、本人の意向や必要に応じて介護保険サービスと障害福祉サービスの併用がスムー

ズに出来るように併せてお願い致します。 

 

 

 

【項目】 

障害者支援施設の重度高齢化における役割と負担について 



 

 

 

 

【現状】 

報酬改定により、就労系のサービスでは、就労定着の実績や平均労働時間、平均工賃額

等の成果によって基本報酬が変わる制度となっていますが、特に就労継続支援 B 型で事業

運営に厳しい影響が見られる状況です。重度化や高齢化が進む状況もあり、福祉的就労の

場として、利用される方々のさまざまな働き方、参加の仕方を支援するなかで、生産性を

上げることにより、高い平均工賃月額を実現していくことは容易ではありません。 

また、一般就労に結び付けることについても、時間が必要であり困難な場合も多く、加

算を取得することも難しい現状にあります。 

 

【課題】 

〇利用者の方々の特性やペースに応じた支援、活動をおこなっていても、高工賃を達成し

なければ基本報酬がさがってしまい、支援方針や事業運営に大きな影響を及ぼしかねま

せん。 

〇現状の報酬単価では生産性や工賃を向上させていくための取り組みや人員配置、人材確

保が難しい状況にあります。 

 

【要望事項】 

就労継続支援 B 型事業の支援では、それぞれに固有な生産活動において、多様で柔軟な

実践が必要となり、利用者の参加の在り方についてもさまざまなケースに対応することで

福祉的な就労支援の場となっています。現状の報酬では、そのような環境を維持し、人員

や人材を確保していくための費用を捻出することが難しい状況であり、支援の質や生産性

の向上のためには、より安定的な事業運営の基盤が必要と思われます。就労支援の実態や

利用者の現状を踏まえた現行報酬制度の見直しと基本報酬の引き上げをお願します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【項目】 

就労継続支援 B 型事業における報酬改定の影響について 



 

 

 

 

 

【現状】 

食事提供体制加算は、平成 27 年度の報酬改定により、42 単位から 30 単位へ減額され

ました。当会会員の施設(通所施設)で、昼食を提供している事業所ではこの 30単位を全

て人件費にあて、昼食代からこの額を引いた残りを利用者が負担しており、減額前より

利用者の負担は増えている事業所があるのが実情です。また、事業所では、減額になっ

たことで１食当たりの食費の単価を変更し、食材費の単価を下げて対応しょうとしたと

ころ、委託業者から難しいと言われたためやむなく値上げし、その分は利用者負担とな

ってしまっているという状況です。事業所へ通所している家族の中には生活保護者や母

子家族など経済的に苦しい世帯などもあることから、利用者負担をこれ以上に増やせな

い状況にあります。 

 

【課題】 

〇食事体制加算が新たな見直し時に廃止又は単価数が減額されることで、利用者負担が増

える事に繋がります。 

〇利用者負担が増えることで、施設の利用抑制(通所日数を減らす)につながります。 

〇利用者負担を増額しないで、事業所が自前で提供した場合は事業所の経営を圧迫するこ

とに繋がります。 

 

【要望事項】 

食事は生活の基本であり、栄養バランスの取れた食事をとることで健康管理や日常生活

の管理にも繋がるものであります。施設や事業所では利用者の状況に合わせた食事提供が

おこなわれており、これは支援の一つでもあります。また、家族も施設で提供される食事

が栄養面や健康面に配慮されていることで、安心して通所させられる事にもなっています。 

こうしたことから、食事提供体制加算については恒久的な制度として位置付け、継続し

ていただくことをお願い致します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【項目】 

食事提供体制加算について恒久的制度として位置付けの継続した実施について 



 

 

 

 

 

【課題】 

障害福祉の現場では人材不足が深刻化しており、人材を確保するため職員の処遇改善が

必要です。加算率が、高齢者と差がついており、障害者分野も更なる引き上げが見込めな

い場合は、人材の確保が困難となり、人材不足がさらに悪化すると懸念しています。 

また、障害福祉サービスを持続可能な制度にするためには、障害福祉に従事する者が熱

意を持って長く働くことのできる職場環境の確保とそのための処遇改善が優秀な人材の確

保・定着のために重要だと考えます。 

 

【要望事項】 

障害福祉サービス事業所と他業種平均との給与格差是正などを行い、若者や学生に選

ばれるような魅力のある業界になるため報酬上の評価をお願い致します。 

 

 

 

【項目】 

福祉人材確保・処遇改善について 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公益財団法人宮城県視覚障害者福祉協会から 

宮城県への要望 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 【現状】 

   視覚障害者への災害避難や防災については，地域に於いて平常時に要援護者情報を 

収集し，災害時に活用することが不可欠です。しかし，視覚障害者の地域居住者人数

が少ないことから，そのニーズの把握が困難なのが実態です。 

 

【課題】 

  各市町村に対し，災害時要援護者避難支援プラン（全体・個別）が速やかに策定さ 

れ，その内容が地域の町内会等で決められる災害避難計画，及び防災に関する社会シ

ステムとして構築されることが課題となっています。 

 

【要望事項】 

   平常時から要支援者である視覚障害者の情報収集を進め，市町村においては収集さ

れた情報を生かして災害時要援護者避難支援プラン（全体計画・個別計画）を策定し，

災害非常時の実態，及び関連機関への啓発指導や連携を要望します。 

   また，避難・防災訓練に際しては，要支援者が進んで参加出来るような計画策定や

広報の告知方法の検討を要望します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【項目】 

災害時の要援護者避難支援プランについて 



 

 

 

 

 【現状】 

   震災から８年が経過し，復興が進んできています。復興が進むということは，以前 

の街並みが変わるということでもあり，視覚障害者（特に高齢者）にとって，新たな 

メンタルマップを描き単独歩行を行うことは非常に難しいものがあります。また，被

災したことにより転居を余儀なくされた方もいます。 

 このような事により，外出することを控える視覚障害者が増えています。また，転

居した方は慣れない土地での移動には更なる不安を覚え，外出を控える傾向がありま

す。   

そして，視覚障害者の外出支援においては欠かすことの出来ない存在であるガイド

ヘルパーは被災により他の市町村に転居する方が多く外出に関する支援環境が劣化の

一途を辿っています。 

 このような移動支援に関する環境の変化は，視覚障害者の移動を制限しているほか   

に視覚障害者自身にストレスを与え，心と体の健康に悪影響を及ぼしています。 

   

【課題】 

   復興に於ける都市整備及び視覚障害者の外出支援は，人にやさしい街づくりの観点 

と全国のモデル的視点に立った上で，視覚障害者に配慮した環境整備が必要です。 

  

【要望事項】 

   音声信号機や点字ブロック敷設などの視覚障害者が移動しやすい都市整備を行なう

ことや，ガイドヘルパーの人材確保と配慮の行き届いた外出支援体制を構築する事を，

地域に住む視覚障害者の実情に合わせながら環境整備が行われることを要望します。 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【項目】 

復興に於ける都市整備，外出支援について 



 

 

 

 

【現状】 

   私たち視覚障害者は，移動困難者であり，外出困難者でもあります。市町村合併に 

よる行政区の広域化が図られたにも関わらず，過疎地・中山間地に於ける路線バスの 

廃止，震災によるＪＲの代替輸送など外出環境が悪化しています。 

 

【課題】 

 福祉有償運送制度は視覚障害者にとって制度趣旨に沿った活用がしにくい現状があ

ります。よって，視覚障害者の社会的自立や社会参加の福祉支援の観点から，震災復

興特別特区や福祉モデルとして外出支援が容易に活用できる制度への見直しが必要で

す。 

 

 

【要望事項】 

 現状の交通環境を補うためには，同行支援・移動支援などの福祉サービスと福祉有

償運送の複合活用が私たちの外出支援には不可欠な現状です。早急に全面もしくは被

災地に於いて福祉有償運送制度が容易に活用出来るよう要望します。 

 

【項目】 

福祉有償運送制度における外出支援について 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

宮城県精神障がい者家族連合会から 

宮城県への要望 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

  

【現状】 

   精神保健福祉手帳を所持している精神障害者は，医療機関の受診やデイサービス，

就労支援通所，買い物等に利用する公共交通運賃の適用割引から除外されており，日

常生活に支障が生じている。 

 

 

【課題】 

  障害者基本法の改正を受けて，平成 28 年から全国精神保健福祉会連合会（みんなね

っと）が中心となり，身体障害者，知的障害者と同等の交通運賃割引適用を求め，全

国の家族会が 62万筆の署名を集め，国会へ請願を行なった。また，32都道府県会議で

「他障害同等の交通運賃割引の実現を求める意見書」が採択されている。 

  現在，都道府県出身の国会議員を経由して運動を継続しているが，財政難を理由Ｊ

Ｒ各社は，割引実施に応じていない。 

 

【要望事項】 

   精神障害者も身体障害者，知的障害者と同等にＪＲ，バスなど交通運賃割引制度適

用を求める運動に支援，助力をいただきたい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【項目】 

精神障害者も身体・知的障害者と同等にＪＲ，バスなど交通運賃割引制度の適用を

求める運動について 



 

 

 

 

  

【現状】 

   躁うつ病や統合失調症など「心の病」で医療機関を受診している人は全国で 300 万

人から 400万人と推計されています。 

   また，厚生労働省の調査で 40代から 60 代のひきこもり人数は，60万人と言われま

す。 

   親や当事者の高齢化による「8050問題」や社会を揺るがす痛ましい事件，家族間の

殺傷事件が頻繁に発生しています。 

 

【課題】 

  「心の病」は思春期から成人に至る若い時期に発症する疾患です。昭和 52 年以降，

日本の義務教育の保健体育の教科書から「心の病，精神疾患」についての記述が削除

され，40 代前の若者は，精神疾患を学んでいない。精神疾患を知らないことによる病

気への偏見や不安，恐怖心から精神科のハードルが高く，受診まで長い時間を要して

います。 

 

 

【要望事項】 

   専門家は，「統合失調症は，発症から 5 年間の治療がその後を決める。早く気づき専

門機関を受診することが大事」と話しています。 

   宮家連は，「心の病，精神疾患」を学ぶ機会を設け，知識を持つことが大切と考え，

市町の保健福祉課，精神科医師と連携，協力し，市民（中学・高校生の親，ひきこも

りの親）と支援者（民生児童委員，包括支援センター職員）を対象に「心の病学習会」

を企画しています。学習会の開催にご支援と助成をお願いします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【項目】 

「心の病，精神疾患」を学ぶ「心の病学習会」開催における支援について 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公益社団法人認知症の人と家族の会  

宮城県支部から宮城県への要望 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

【項目】 

障がい者トイレなどの設置見直しについて 

 

【現状】 

障がい者トイレ利用者の声として不便さ，違和感が生じたとのこと，改善をお願い

します。 

 

【課題】 

県民会館などの障がい者用トイレは，男性トイレの更に奥に位置し，異性介助者が

一緒の場合，利用が躊躇されます。このような公営施設は他にも存在すると思われま

す。 

 

【要望事項】 

障がい者用トイレの位置は建物奥ではなく，手前に設置して欲しいです。またトイ

レ内レイアウトも男女専用より手前側へお願いします。トイレ内に介助者用椅子（パ

イプ椅子可）があると便利です（各関係機関への周知を希望します）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



【項目】 

  認知症サポーター養成講座の強化について 

 

【現状】 

県や市，警察関連の方々，また街の商店・スーパー販売員の方々に認知症サポ

ーター養成講座の更なる受講を要望します。 

 

 

【課題】 

 認知症の方が行政（役所）の届出窓口，派出所，スーパー店舗などで意思疎通

がスムーズに図れないことがあるとの相談が入りました。 

 

【要望事項】 

 残念ですが現況では，まだまだ認知症への無理解のためか，行政など各種窓口，

スーパーなど多くの場面でのトラブルが否めません。多くの方に認知症を理解し

ていただきたく，認知症サポーター養成講座の開催頻度を多くすることを望みま

す。多方面でオレンジリング（サポーター養成講座受講の証）を付けた方が多く

なることを切望します。 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

宮城県児童館・放課後児童クラブ連絡協議会から 

宮城県への要望 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 【現状】 

 ① 児童館は，児童福祉法に定められた児童福祉施設の中で，唯一０歳から１８歳未満ま

での全児童を対象に身近に寄り添い，その健康を増進する施設です。しかし，行政側

にその存在や活動，意義が十分理解されていると言えない状況があります。 

 ② 児童館ガイドラインにあるとおり，児童館職員は遊びの指導や生活の支援をとおして，

子どもの心身の健康を増進し情操を豊かにする任を持っています。また，この指導技

術を充実するためには経験の積み上げが必要です。児童館職員の待遇は，児童福祉施

設の他施設従事者と比べると改善が必要な状況です。市町村間の格差も存在していま

す。更には，児童館職員の多くがパートタイム等非正規雇用となっています。 

③ 各自治体における児童健全育成事業に対する考え方や取り組みに違いがあり，市町村

間の児童館運営格差も存在しています。県内の児童が等しく享受すべき支援にも格差

が生まれている状況です。 

 

【課題】 

① 自治体及びその職員の中には，児童館を小学生のみを対象としている施設であると認

識していたり，学童を対象とした保育施設（放課後児童クラブ）と誤解したりしてい

るケースが見受けられ，児童館事業の充実や児童健全育成の推進にとって大きな課題

になっています。 

② 健康増進や情操を豊かにするための指導支援技術が必要であり，経験の積み上げが必

要な職種であるにも関わらず，児童館職員が長期にわたって安定的に勤務できる環境

など労働環境が整っていないことは，児童館事業の充実や児童健全育成の推進にとっ

て大きな課題です。 

③ 自治体として全児童を対象とした児童健全育成推進のビジョンを持つことが必要で

す。自治体間において情報や課題を確認し共有する機会や相談支援の機会がないこと

が，児童館運営の地域格差につながっています。 

 

【要望事項】 

 ① 県内各自治体を含め行政全体において児童館の存在意義や活動を正しく理解し，地域

の貴重な社会資源であることの理解を徹底してください。 

 ② 児童館職員の資質向上のためにも，待遇改善や労働環境の整備を，県として各自治体

に働きかけてください。また，処遇改善の県内一律実施へ向けて各自治体を指導して

ください。 

 ③ 県内各自治体が児童館事業を含む全児童に対する健全育成事業を企画実施できるよ

う，指導支援する担当部署を置き，恒常的に児童館関係者や市町村の担当課と情報や

課題を共有できるようにして，県内の全児童に対する児童健全育成を推進してくださ

い。 

 

【項目】 

児童館への理解と, 児童館職員の処遇改善について 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

社会福祉法人宮城県社会福祉協議会から 

宮城県への要望 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

【項目】 

地域共生社会の実現に向けた社会福祉協議会への支援について 

【現状】 

我が国は，少子高齢化の進展と人口減少社会を迎えている中，地域では，複雑で多

様な課題を抱える人々が増加しており，社会保障制度の維持と，誰もが安心して暮ら

すことのできる地域をつくることが求められています。 

このような状況を踏まえ，市町村を中心に官民一体となり，地域包括ケア体制の整

備に向けた取組みを推進するとともに，地域住民，高齢者，障害者等，全ての方々が

支え合い，つながって，地域・暮らし・生きがいを共に創り，高め合うことのできる

「地域共生社会」の実現に向けた取組みが進められています。また，改正社会福祉法

や「市町村における包括的な支援体制の整備に関する指針（平成 29 年厚生労働省告

示第 355 号）」において，身近な圏域で，住民が主体的に地域課題を把握して解決を

試みる体制づくりを支援すること等が示されていますが，その体制づくりを円滑に進

めるためには，市町村社会福祉協議会が関係機関と連携しながら，総合的な相談対応

の強化や，包括的な支援体制の構築に積極的に関わっていくことが必要となっていま

す。 

  

【課題】 

地域共生社会の実現に向けた取組みの推進を図るため，「地域力強化推進事業」や

「多機関の協働による包括的支援体制構築事業」がモデル事業化されましたが，県内

では４市町村のみの実施（予定含）に留まっています。また，現在は，国庫補助金（生

活困窮者就労準備支援事業費等補助金）を充当していますが，裁量的経費であり，将

来に亘って財源が保障されるとは限らない状況です。 

さらに，地域共生社会の実現に向けては地域福祉の推進が重要であり，市町村の地
域福祉推進の中核機関である市町村社協の役割，活動は極めて重要であります。 

 しかしながら，組織規模等が異なるとともに，その運営費の財源の多くを市町村か
らの委託や補助金に依存している現状から，地域の実情に応じた地域福祉コーディネ
ーター等の人員配置や事業展開を図ることが困難な状況にあり，組織体制及び財政基
盤の強化は重要な課題となっております。 

 

 

【要望事項】 

これらの現状・課題を踏まえて，地域共生社会の実現に向けた活動をより一層推進
するため，次のとおり国に対して要望して頂くとともに，県独自の補助事業実施及び
市町村への助言を行うよう要望します。 

（１）市町村社協に包括的支援を担う地域福祉コーディネーターの配置及び福祉活動
促進のための各種活動等に対し恒久的な国庫補助が行われるよう制度の創設等
について国に対し要望して頂くようお願いします。 

（２）県として，地域共生社会の実現に向けた独自の支援策を講じるとともに，市町
村に対して，市町村社協との連携のもと地域福祉活動の活性化を図るため，市町
村社協に対する運営費等の財政支援について働き掛けをお願いします。 

 



 

【項目】 

市町村地域福祉計画の策定促進等について 

【現状】 

改正社会福祉法により，市町村地域福祉計画が福祉分野の上位計画として位置付

けられ，計画策定が努力義務化されました。また，「地域共生社会の実現に向けた地

域福祉の推進について（平成 29 年 12 月 12 日局長通知）」では，生活困窮・権利擁

護・虐待等の課題対応や，制度の挟間の問題・相談窓口等，身近な地域で各分野が

共通に取組むべき事項が示されています。 

さらに，市町村における包括的な支援体制の構築も努力義務化され，地域生活課

題を解決するための体制整備については，地域の関係者が話し合い，共通認識を持

ちながら，計画的に取組みを進める必要があります。 

一方で，市町村社会福祉協議会（以下「市町村社協」という。）では，地域福祉の

推進を目的に，市町村社協が中心となって，住民や，地域において社会福祉に関す

る活動を行う各種団体・経営者等が相互に協力し，民間の活動・行動計画である「地

域福祉活動計画」を策定しております。 

地域福祉計画と地域福祉活動計画は，ともに地域福祉の推進を目指すものであり，

近年では，一体となって策定する市町も現れてきております。 

 

 

【課題】 

市町村地域福祉計画について，県内の策定率は６２.８％（令和元年７月現在）で

あり，他都道府県と比較して低い状況となっています。また，市町村における包括

的な支援体制や，地域福祉を推進するための具体的な取組みについては，市町村ご

との方向性が明確となっておらず，計画化されていない状況もあります。 

さらに，市町村社協の地域福祉活動計画についても，県内の策定率は６０.０％で

あり，市町村地域福祉計画が策定されていないため策定出来ない状況にあります。 

 

【要望事項】 

地域共生社会を見据えた地域福祉活動を計画的に進めるため，全庁的な議論を基

本とし，全市町村において「市町村地域福祉計画」が策定されるよう，市町村に対

し助言願います。 

また，策定にあたっては，市町村社協の「地域福祉活動計画」との一体的策定や

連携等を図るよう助言して頂き，県内の地域福祉が一層推進されるよう支援をお願

いします。 

 

 

 

 

 



 

【項目】 

福祉・介護人材の確保について 

【現状】 

厚生労働省発表の第７期介護保険事業計画に基づく介護人材の必要数については，

２０２０年度末には約２１６万人，２０２５年度末には約２４５万人が必要とされ，

２０１６年度の約１９０万人に加え，２０２０年度末までに約２６万人，２０２５年

度末までに約５５万人，年間６万人程度の介護人材を確保する必要があるとされてい

ます。 

また，公益財団法人介護労働安定センター発表の「平成３０年度介護労働実態調査」

によれば，介護サービスに従事する従業員の「不足感」についてはは 67.2％で，平成

25年度以降，５年連続して増加しています。さらに不足している理由として「採用が

困難である」が 89.1％で，その原因として「同業他社との人材獲得競争が厳しい」が

56.2％と高い状況にあります。 

日本介護福祉士養成施設協会の公表によれば，平成 30年度の養成校への入学者が

6,856人（前年比 402 人減）定員充足率 44.2％となっており，福祉系の学校に進学を

希望する方々が少なくなっていることに加え，養成施設数も平成 25年度から減少を

続けており，慢性的な人材不足に拍車がかかっている現状です。 

なお，福祉人材の確保・定着に向けた取組として本年 10月から介護職員処遇改善

加算が拡充され運用が開始されましたが，運用面での課題もあり抜本的な処遇改善の

ため基本報酬改定による対応が求められております。 

  

【課題】 

上記現状からも推察出来るように，2025 年に向けての人材不足ではなく，現状の課

題としてこの人材不足は，サービスの質の低下を招くだけでなく，事業を実施してい

る法人等に対しても多大なる影響を及ぼすものと思われます。 

業種別に見た離職率においても，他の業種と比べて高い値となっていることから，

人材確保のための定着支援や離職防止に対する取組が急務です。 

 

【要望事項】 

これらの現状・課題を踏まえて，今後の福祉情勢を見据えた計画的な人材確保施策

を国に強く要望して頂くとともに，県としても具体策を講じるよう下記のとおり要望

します。 

（１）福祉介護人材定着のため，他の業種並みの給与水準が確保されるよう，現行の

加算措置による処遇改善措置を改め，介護報酬や障害者自立支援給付費等の基

本報酬として組み入れるとともに，さらに柔軟な運用を認めるなど，根本的な

改善を要望願います。 

（２）福祉・介護職員の資質の向上及び有資格者を増やすための県独自の研修助成金 

制度の創設をお願いします。 

 



 

（３）将来に向けて福祉人材確保を図っていくため，小中学生を対象としたイメージ 

アップを含めた，啓発活動の拡充等について，教育機関，広報部門との連携及

び雇用対策との一体的な推進等，県独自の総合的な施策の実施をお願いします。 

（４）介護福祉士等修学資金について経済的な理由で，福祉への進路を諦めることが

ないよう，償還免除に当たり「福祉関係事業所へ従事期間を３年」とする等の償

還要件や借入基準について，緩和措置を国に対して要望していただくとともに，

より借入しやすい県独自の貸付制度創設について検討していただくようお願い

します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

【項目】 

大規模災害時における福祉支援体制の整備について 

【現状】 

近年，地震や記録的な集中豪雨等による大規模災害が頻発し，各地に甚大な被害を

及ぼしており，被災した高齢者や障害者等の災害時の要配慮者（以下「災害時要配慮

者」という。）が，避難所等において，長期間の避難生活を余儀なくされ，必要な支

援が行われない結果，生活機能の低下や要介護度の重度化などの二次被害が生じてい

る場合もあります。 

このため，災害時要配慮者の福祉ニーズに緊急的に且つ的確に対応し，必要な福祉

支援を行えるよう，平成２９年７月に「宮城県災害福祉広域支援ネットワーク協議会」

（以下「協議会」という。）が設立され，災害派遣福祉チームの構築に向け，各種の

協議が行われるとともにチーム員養成が行われております。 

また，平成３０年５月３１日付け社援発０５３１第１号で厚生労働省から「災害時

の福祉支援体制の整備について」（以下「厚労省通知」という。）が発出され，「災害

時の福祉支援体制の整備に向けたガイドライン」（以下「ガイドライン」という。）を

参考に福祉支援体制の構築に努めるよう通知されております。 

 

【課題】 

東日本大震災での課題から，宮城県として早急な体制整備を図るため，ガイドラ

インに先立ち本会が事務局体制を担う形で任意の協議会が設立され，以後，災害派

遣福祉チームの構築に向けた検討等が行われておりますが，今後，発生が予想され

る大規模災害に的確に対応するため，ガイドラインに沿った事務局体制の整備や費

用負担，受援体制の構築などを進める必要があります。 

 

【要望事項】 

災害発生時における要支援者へのより円滑な対応を行うため，下記項目について，

ガイドラインに基づき，県が強力な指導力を発揮して整備等を図るようお願いしま

す。 

（１）ネットワーク事務局について，県災害対策本部との円滑な連携等の促進，さ

らには協力法人が安心して職員を派遣できるようにするため，県の主導によ

るガイドラインに沿った事務局体制の整備や受援体制の構築をお願いします。 

（２）関係団体等からの職員派遣に対する費用負担のあり方について明確にするよ

うお願いします。 

（３）災害派遣福祉チームの受入が円滑に行われるよう市町村の地域防災計画に明

示されるよう市町村に対し指導をお願いします。 

 

 

 



 

【項目】 

東日本大震災における被災地域支援の継続について 

【現状】 

東日本大震災から８年が経過し，最大で約２２，０００戸あった応急仮設住宅（プ

レハブ住宅整備戸数）も入居戸数約８０戸（令和元年５月３１日宮城県保健福祉部

発表）まで減少し，現在は多くの被災者が災害公営住宅や高台防災集団移転地，あ

るいは自立再建による新たな住宅地での生活を送るようになりました。 

これまで，被害の大きかった沿岸被災市町では生活支援相談員やライフサポート

アドバイザー等を配置し，残された応急仮設住宅入居者の支援を行いつつ，災害公

営住宅など新たな生活環境でのコミュニティ構築，あるいは様々な生活課題を抱え

要援護状態にある方々を専門機関へつなぐ取組みを行い，現在も多くの市町では継

続して取組んでいます。 

特に新たな生活環境でのコミュニティ構築は，恒久的な住宅に移り今後も地域で支

え合って生活していくために非常に重要な取組みです。住民同士の関係構築や自治会

等の住民主体の活動が根づくためには時間とその支援に高い専門性が必要であり，行

政とともに地域づくりや地域福祉の推進を担う社会福祉協議会として大きな責務を

背負っていると言えます。 

  

【課題】 

 阪神・淡路大震災などこれまでの大規模災害の経過から，災害公営住宅の入居後

５年から１０年で多数の孤独死や自死が発生し，その背景には社会的孤立が影響し

ているといわれており，この孤立を防ぐためにも住民同士の交流，支え合い，更に

は最後の砦となる専門職によるセーフティーネットの体制構築が必要となります。 

これらのことから，今後も住民同士が支え合っていけるためのコミュティ構築の

支援と，セーフティーネットを担う専門機関の連携強化が必要であり，その取組み

を担う専門性の高い人材の育成が喫緊の課題です。 

 

【要望事項】 

これらの現状・課題を踏まえて，市町におけるコミュニティ構築支援と専門機関の

連携強化，その役割を担うことのできる高い専門性を有した人材を位置づけるための

継続した取組みが行えるよう，東日本大震災復興支援期間１０年の経過後（令和３年

度以降）も財政支援並びに各種の活動支援をお願いします。 

 

 

 

 

 

 

 



 

【項目】 

働き方改革関連法の施行に伴う委託費等に係る所要経費の確保及び適正な補助金

等の交付等について 

【現状】 

働き方改革関連法の施行に伴い，県社協では令和２年４月から（中小企業は令和

３年４月）同一労働同一賃金ガイドラインに基づく取り扱いが必要となっており，

有期雇用労働者等の賃金（通勤手当や扶養手当等の一部の手当を含む）については，

各種の判例から通常の労働者との均衡のとれた待遇を確保する必要が生じてきてい

ます。 

 

【課題】 

県社協の有期雇用労働者への賃金支給に係る財源については，その大半を宮城県

や関係市町村等との契約及び補助金等に依存しているおり，その財源の捻出及び対

応に苦慮しております。 

また，市町村社協においては，大半が令和３年４月の適用となりますが，有期雇

用者等の賃金支給に係る財源については，県社協と同様に市町村等との契約等に財

源を依存しており，令和３年度に向けた財源確保が課題となっております。 

 

 

【要望事項】 

働き方改革関連法案施行に伴い，対応が必要となる賃金等の経費について，予算

を確保するとともに委託契約や補助金等のおいて適切に算定の上，契約又は交付さ

れるよう対応をお願いします。 

また，市町村に対し財源確保など適切な対応を行うよう指導助言をお願いします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

【項目】 

大規模災害時における社会福祉協議会活動（ボランティア活動支援）に対する財政

支援について 

【現状】 

近年，記録的な集中豪雨等による大規模災害が頻発し，被災した方々の多くは長

期にわたる避難所生活，仮設住宅での不自由な生活が余儀なくされています。 

それに伴い被災者の生活再建のため，被災地域のみならず全国から多くのボラン

ティアが駆けつけ被災者支援に従事することが一般的な取組みとなっており，昨年

７月に発生した西日本豪雨災害では２０万人を超えるボランティアが支援に従事し

ております。また，今年も九州北部の大雨災害等において多くのボランティアが支

援活動を行っております。 

西日本豪雨災害に限らず，大規模災害時には，多くのボランティアの力を活かし

て被災者支援を行うため，被災地域の社会福祉協議会（以下「社協」という。）は市

町村行政等と協働で災害ボランティアセンター（以下「災害 VC」という。）を設置し

ボランティア活動の調整等を行ってまいりました。また，災害規模が大きくなるに

従い，災害 VC設置が長期におよび，その運営については，当該社協だけでは困難な

事から，全国の都道府県社協や市町村社協からの職員派遣に依ることとなります。 

被災地域の都道府県社協についても当該市町村社協災害 VC の運営支援を始め運営

支援者派遣要請に向けた域内調整などの対応を行っており，昨年の西日本豪雨災害に

当たっても，その要請に基づき，本県から仙台市社協，石巻市社協など１１社協及び

宮城県社協から述べ３７人の職員を派遣しております。 

 

【課題】 

災害 VC運営支援に従事する職員の派遣費用等については，これまで災害救助法に

よる支弁の対象外とされており，また，明確な財政支援制度が存在していないため，

関係団体の独自財源により対応する必要がありました。このため，昨年は，生活福

祉資金の原資を取り崩すことで対応しましたが，今後，この特例対応は，できなく

なることが想定されております。 

 

 

【要望事項】 

このような状況を踏まえ，今後も発生するであろう大規模災害時の社協による被

災者へのボランティア活動支援を円滑に実施するため，社協職員の必要経費のみな

らず，社協による災害 VC被災者支援が一般化している現状により，災害救助法等に

基づく対象とするなど公的責任よる財政支援対象とするよう国に対し要望願います。 

 

 

 

 



 

【項目】 

大規模災害時の生活福祉資金貸付（緊急小口資金）の特例措置の見直しについて 

【現状】 

平成２３年東日本大震災時に，厚生労働省社会・援護局長の通知に基づき，被災

地域に住所を有し当座の生活費を必要とする世帯に対し，生活福祉資金の緊急小口

資金特例貸付を行っております。（貸付実績：40,252 件，5,682,222 千円）本特例

貸付は，最終償還期限から約５年が経過しておりますが，平成 31 年 3 月末現在の

未償還額が約 17 億 8,600 万円（約 16,000 件）と多額にのぼっております。また，

償還期限後に発生する延滞利子は，年率 10.75％であることから，償還期限後約５

年が経過し，元金の未償還額に対する延滞利子見込額が，元金の約５割に達するな

ど高額となっております。 

 

【課題】 

緊急小口資金特例貸付の貸付対象は，低所得者に限らず被災地域に住所を有し当

座の生活費を必要とする世帯となっておりますが，その後の償還指導等を行った世

帯の状況等を鑑みれば，生活困窮世帯が借受人の相当数の割合を占めていることや，

住居や職場の被災により生活再建を図るためには相当の年数がかかることから，期

限内での返済が難しく多額の未償還額が発生する要因となっております。 

また，延滞利子については，震災の混乱の中，説明が十分に出来なかった状況も

あり，延滞利子が発生することに納得しない借受人は多く，延滞利子見込額も高額

となってきていることから，その後の元金の償還に繋がらなくなる場合や，元金を

完済したとしても延滞利子を償還しない借受人が多くなっています。 

このため，県社協では，未収金等の縮減を図るため，外部委員を含めた未収金縮

減対策会議を設置し，特に緊急小口資金特例貸付の償還対策を実施しておりますが，

これまでの状況から劇的な改善は見込まれない状況となっております。 

 

【要望事項】 

  上記の現状・課題のとおり，大規模災害時の緊急小口資金特例貸付は，償還期限

内の償還が難しい借受人が多く見込まれること，また，被災者の負担軽減を図る観

点から通常の貸付と同様の延滞利子の徴収は適当でないと考えております。 

このことから，大規模災害時の緊急小口資金特例貸付の取扱いに当たっては，被

災者の生活再建と貸付元金の償還促進を図るため借受人の状況に応じた柔軟な延

滞利子の免除や通常よりも低利の延滞利子を適用するなどの特例措置の見直しを

国に対して要望していただきますようお願いします。 

  また，緊急小口資金の未収金縮減に係わる検討会議等へ参画していただくなど，

償還の改善に向けた方策への御支援・御協力をお願いします。 

 

 



 

【項目】 

日常生活自立支援事業の制度の見直しと財源確保について 

【現状】 

日常生活自立支援事業は，判断能力が不十分な方の地域における自立生活の支援

及び権利擁護を目的としています。本事業の実施主体は，国の「生活困窮者自立相

談支援事業等実施要綱」において各都道府県・指定都市社会福祉協議会とされ，市

町村域の基幹的社会福祉協議会等へ委託するなどして実施することとされていま

す。宮城県においては，宮城県社会福祉協議会が実施主体となり直接事業を進めて

まいりましたが，一部基幹的社協へ事業委託を進め実施しています。財源について

は，都道府県・指定都市の予算額の 2分の 1を国が補助する形になっています。 

 

【課題】 

現在の事業展開は，県内全７圏域のうち４圏域を基幹的社協へ委託する形で行って

おります。財源については，事業開始以来，直営方式ということもあり事業費の全額

（一部利用料収入を除く）を補助対象経費として補助金の交付を受けておりますが，

平成27年度から新たな国庫補助基準額が設定され，この新たな国庫補助基準額では，

事業の実施に要する費用の 2分の 1程度の補助額となることから，宮城県社会福祉協

議会が実施主体として本事業を継続していくことは極めて厳しい状況となっていま

す。（平成 30年度までは，県から国に対し個別協議をしていだき，事業費の全額を補

助金として確保していただいています。） 

 

【要望事項】 

  日常生活自立支援事業の対象者などが地域の中で自立した生活を送れるよう支援

するためには，「地域包括ケア」として，成年後見制度への移行や権利侵害等への

対応など，身近な地域における重層的な支援システムが必要と考えられるため以下

のとおり要望します。 

 

（１）本事業は，利用者である住民にとってより身近な，市町村の責務において体制

整備されることが不可欠であることから，国に対し，国の責任において実施主

体を市町村へ移管し，それに見合ったきめ細かな財源を措置していただくよう

要望をお願います。 

（２）新たな国庫補助基準額では，事業継続のために必要な職員配置が出来ず，事業

の継続は極めて困難となり県民の福祉の低下は免れません。今後の事業財源に

関して，継続的な安定運営や個別支援における更なる質の向上を図るため，国

庫補助制度の見直しについて国に対し要望をお願います。 

（３）併せて事業継続に必要な県独自の施策の実施についてお願いします。 
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